
資 料 

       防火対象物概要書       平成  年  月  日 

防 火 対 象 物 

名 称 ･ 所 在 地 

 

℡ 

建 築 主 

住 所  氏 名 

 

℡ 

設計者又は工事 

管理者住所氏名 

 

℡ 

用 途 地 域  防 火 地 域 防  火 ・ 準 防 火 ・ 指 定 な し

建 築 類 別 新 築 ・ 増 築 ･ 改 築 敷 地 面 積                ㎡ 

建 物 用 途  令別表第 1 （  ）項    特定・非特定 

建 築 物 耐火建築物  ・  準耐火建築物  ・  その他の建築物 

構 造                造（耐火構造・準耐火構造・防火構造・その他） 

内 装 制 限 有（        ）・ 無 防 炎 製 品 有（        ）・ 無 

令8条区画 有（        ）・ 無 屋 根  

外 壁  軒 裏  

最高の高さ                ｍ 最高の軒高                ｍ 

階 層 地下   階   地上   階 建 築 面 積                ㎡ 

 申請床面積 既存床面積 床面積合計 普通階･無窓階 備   考 

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

階 ㎡ ㎡ ㎡ 普通階･無窓階  

合 計 ㎡ ㎡ ㎡ 収容人員             名 

備 考 

１ この用紙は防火対象物使用開始届に添付して提出してください。 

２ 内装制限の欄には、内装を不燃化したもの（壁及び天井の仕上げを難燃材料以上で仕上げたもの）には、有

に○印をその他のものは無に○印をつける。 

   ３  令８条区画とは、消防法施行令第８条による区画をいう。 

  ４ 普通階･無窓階の欄は、消防法施行規則第５条の２をもとに記入すること。 

  ５ 収容人員は、消防法施行規則第１条の３により算定し記入すること。 



消防用設備等の設置届出 

（ ）消 火 器 具 

（ ）屋 内 消 火 栓 設 備 

（ ）ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 

（ ）            設 備 

（ ）屋 外 消 火 栓 設 備 

（ ）動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 

（ ）自 動 火 災 報 知 設 備 

（ ）漏 電 火 災 警 報 器 

（ ）消防機関へ通報する火災報知設備 

（ ）非 常 警 報 設 備 

（ ）避 難 器 具 

（ ）誘 導 灯 ・ 標 識 

（ ）消 防 用 水 

（ ）排 煙 設 備 

（ ）連 結 散 水 設 備 

（ ）連 結 送 水 管 

（ ）非 常 コ ン セ ン ト 設 備 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

 

吉川松伏消防組合火災予防条例による届出 

（ ）炉 

（ ）厨房設備 

（ ）温風暖房機 

（ ）ボイラー 

（ ）給湯湯沸設備 

（ ）乾燥設備 

（ ）サウナ設備 

（ ）ヒートポンプ冷暖房設備 

（ ）火花を生ずる設備 

（ ）放電加工機 

（ ）変電設備 

（ ）発電設備（燃料電池含） 

（ ）蓄電池設備 

（ ）ネオン管灯設備 

（ ）少量危険物または指定可燃物 

（ ） 

 

その他の届出 

（ ）圧縮アセチレンガス等 

（ ） 

（ ）特例承認・緩和規定届出 

（ ） 

 

消防本部予防課からの連絡事項 

※  使用開始後、許可なく増改築又は、構造等の仕様を変更した場合は、上記の特例承認・緩

和規定等を取り消し消防用設備を設置していただきます。 

 

※ 建物の使用形態を変更する場合には事前に消防本部予防課と協議を行ってください。 

 （（例）倉庫→店舗 事務所→飲食店 など） 

 

※ 消防用設備等の点検を６ヶ月ごとに行い定期的に消防本部予防課に届出を行ってください。

（特定防火対象物→１年ごと  非特定防火対象物→３年ごと） 

 


